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『
金
瓶
梅
』
成
立
年
代
考

日
下
翠

一
呉
晧
氏
「
金
瓶
梅
的
著
作
時
代
及
其
社
会
背
景
」
批
判
一

　
呉
喀
氏
は
論
文
「
金
瓶
梅
的
著
作
時
代
及
其

社
会
背
景
」
（
『
読
史
箭
記
』
所
収
）
に
お
い
て
、

『
金
宝
梅
』
の
成
立
年
代
を
、
早
く
と
も
隆
慶
二
年

以
後
、
遅
く
と
も
万
暦
三
十
四
年
差
で
で
あ
ろ

う
と
結
論
さ
れ
た
。
氏
の
論
文
は
、
『
結
紐
梅
』

の
成
立
年
代
を
、
万
暦
年
間
と
す
る
有
力
な
根

拠
の
一
つ
と
な
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
実
際
に

は
、
氏
の
あ
げ
た
根
拠
は
ど
れ
一
つ
と
し
て
、

確
実
な
証
拠
と
は
な
ら
な
い
。
こ
こ
で
は
氏
の

論
文
を
再
検
討
す
る
こ
と
に
よ
り
、
『
金
着
梅
』

万
暦
成
立
説
批
判
へ
の
手
が
か
り
と
し
た
い
。

　
以
下
で
は
呉
喀
氏
の
挙
げ
た
項
目
ご
と
に
反

論
を
創
る
。

　
　
一
、
学
僕
寺
馬
価
銀

　
『
金
瓶
梅
詞
話
』
（
以
下
は
大
安
影
印
本
に
よ
る
）

第
七
回
に
次
の
よ
う
な
く
だ
り
が
見
ら
れ
る
。

　
”
婦
人
（
孟
玉
楼
）
が
い
い
ま
し
た
。
「
…
…

　
緊
急
の
時
は
天
子
様
も
、
手
も
と
に
お
金
が

　
な
い
と
、
太
僕
寺
か
ら
増
価
銀
を
借
り
て
い

　
ら
っ
し
ゃ
る
で
は
あ
り
ま
せ
ん
か
…
…
。
」
”

　
こ
の
太
僕
寺
の
馬
装
銀
に
つ
い
て
、
呉
喀
氏

は
、
要
約
す
る
と
、
以
下
の
如
く
述
べ
、
成
立

年
代
を
推
定
し
て
お
ら
れ
る
。

　
　
朝
廷
が
雪
竿
寺
か
ら
銀
子
を
借
用
す
る
こ

　
と
は
明
代
中
葉
以
後
の
事
で
あ
る
。
明
史
巻

　
九
二
兵
甲
馬
政
に
は
、
「
成
化
二
年
南
土
に
馬

　
を
産
せ
ぬ
た
め
銀
を
徴
す
る
。
四
年
始
め
て

　
太
僕
暗
影
盈
庫
を
建
て
、
馬
価
銀
の
貯
備
に

　
用
い
た
」
と
あ
り
、
さ
ら
に
、
「
隆
慶
二
年
提

　
督
四
夷
館
太
常
業
卿
武
金
が
、
主
僕
寺
の
種

　
馬
の
売
却
を
進
言
し
て
受
け
入
れ
ら
れ
た
。

　
こ
の
時
よ
り
太
僕
寺
の
馬
価
銀
が
飛
躍
的
に

　
増
加
し
た
」
こ
と
が
み
え
て
い
る
。
乱
世
寺

　
の
馬
価
銀
は
開
化
四
年
（
一
四
六
八
年
置
よ

　
り
始
ま
る
が
、
極
め
て
少
額
で
あ
っ
た
。
隆

　
慶
二
年
以
後
、
種
馬
を
売
る
こ
と
に
よ
り
藏

　
銀
が
増
加
し
、
万
暦
元
年
（
一
五
七
三
年
）
に

　
は
四
百
余
万
両
に
達
し
た
。
嘉
靖
の
頃
、
宮

　
中
が
借
り
う
け
た
の
は
、
光
禄
寺
と
太
倉
寺

　
か
ら
の
み
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
な
ぜ
な

　
ら
当
時
、
太
僕
寺
は
ま
だ
多
額
の
馬
下
銀
を

　
存
し
て
お
ら
ず
、
借
用
し
な
か
っ
た
可
能
性

　
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
隆
慶
の
中
葉
に
、
数

　
度
借
り
て
い
る
が
、
万
暦
十
年
以
降
の
よ
う

　
に
頻
ば
ん
で
は
な
い
。

　
呉
噌
氏
は
以
上
の
如
く
述
べ
ら
れ
、
　
『
金
瓶

梅
』
の
成
立
年
代
を
万
暦
年
代
、
少
く
と
も
隆

慶
二
年
以
後
で
あ
ろ
う
と
断
定
し
て
お
ら
れ
る
。

　
し
か
し
、
谷
光
隆
氏
『
明
代
筆
墨
の
研
究
』

に
よ
れ
ば
、
『
世
宗
実
録
』
巻
四
三
嘉
靖
三
年
九

月
甲
申
の
条
に
、
“
太
西
寺
馬
価
十
五
万
両
。



　
大
同
、
宣
府
、
糧
儲
の
欠
乏
を
告
ぐ
。
…
官

　
を
遣
し
、
購
入
し
て
鎮
城
に
分
圧
す
。
”

　
と
あ
り
、
さ
ら
に
『
世
宗
実
録
』
巻
二
三
〇
、

嘉
靖
十
八
年
十
月
庚
辰
の
条
に
、

　
”
太
僕
寺
馬
墨
銀
三
万
両
を
宣
府
に
発
給
す
。

　
修
早
早
と
為
す
。
兵
科
都
煙
具
中
馬
亮
の
議

　
な
り
。
”

　
と
あ
る
。
つ
ま
り
、
成
化
、
弘
治
の
間
に
は
、

本
来
の
目
的
通
り
星
目
の
費
用
と
し
て
の
み
充

当
さ
れ
た
太
僕
銀
は
、
太
倉
銀
の
恒
常
的
窮
乏

に
よ
っ
て
、
正
徳
以
後
、
流
用
さ
れ
る
こ
と
が

生
じ
、
嘉
靖
以
降
に
は
そ
の
額
が
増
大
し
て
い

っ
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
で
み
る
に
、
『
金
工
梅
』

の
馬
世
銀
の
件
は
、
借
用
の
慢
性
化
し
た
万
暦

よ
り
、
む
し
ろ
臨
時
的
で
あ
っ
た
嘉
靖
年
間
の

事
情
を
反
映
し
て
い
る
と
考
え
る
方
が
自
然
と

思
わ
れ
る
。
孟
玉
楼
の
言
葉
に
は
、
臨
時
的
な

意
味
あ
い
と
、
裏
話
め
い
た
口
調
が
感
じ
ら
れ

る
か
ら
で
あ
る
。

　
　
二
、
仏
教
の
盛
衰
と
小
令

　
『
金
棺
梅
』
全
書
は
、
仏
教
の
因
果
応
報
で
つ

ら
ぬ
か
れ
て
お
り
、
さ
ら
に
呉
月
娘
の
仏
教
信

仰
の
あ
り
さ
ま
等
、
仏
教
に
関
す
る
叙
述
が
多

い
。
呉
晧
氏
は
こ
れ
を
、
仏
教
が
栄
え
た
万
暦

の
時
代
を
反
映
し
て
い
る
か
ら
で
あ
っ
て
、
道

教
隆
盛
の
野
々
時
代
の
作
で
は
な
い
証
拠
の
一

つ
と
さ
れ
て
い
る
。
仏
教
関
係
の
事
が
多
い
の

は
確
か
で
、
西
門
慶
の
遺
児
藪
田
も
仏
門
に
入

っ
て
終
る
。
し
か
し
一
方
で
、
作
品
中
に
、
道

教
に
関
す
る
叙
述
が
多
い
こ
と
も
み
の
が
す
こ

と
は
で
き
な
い
。
第
二
十
九
回
で
は
道
士
の
呉

神
仙
が
、
妻
妾
た
ち
の
運
命
を
ぴ
た
り
と
い
い

あ
て
る
。
こ
の
く
だ
り
の
呉
神
仙
の
姿
は
多
分

に
好
意
的
に
描
か
れ
て
お
り
、
第
五
十
七
回
で
、

西
門
慶
が
蒔
直
を
の
の
し
る
く
だ
り
等
、
僧
侶

や
尼
の
堕
落
を
描
い
た
部
分
と
大
き
な
対
照
を

示
し
て
い
る
。
さ
ら
に
、
西
門
慶
の
参
廟
の
詳

細
な
描
写
（
第
三
十
九
回
）
、
官
訂
の
葬
儀
の
折

（
第
五
十
九
回
）
や
、
李
心
理
の
葬
式
で
行
わ
れ
る

呉
道
士
の
法
要
の
様
子
、
黄
真
入
の
嬉
嬉
（
第
六

十
六
回
）
、
溢
道
士
の
お
は
ら
い
（
第
六
十
二
回
）

等
、
こ
れ
ら
は
す
べ
て
、
日
常
生
活
と
密
着
し
た

道
士
、
道
教
の
あ
り
さ
ま
で
あ
る
。
テ
ー
マ
と

し
て
の
抽
象
的
な
因
果
応
報
よ
り
も
、
日
常
に

生
き
る
道
教
の
描
写
を
考
え
る
な
ら
ば
、
こ

れ
を
も
っ
て
、
万
暦
時
代
の
世
相
の
描
写
と
断

定
す
る
事
は
不
可
能
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　
次
に
呉
喀
氏
は
、
『
金
瓶
梅
』
中
に
、
沈
徳
符

が
『
野
羊
編
』
で
述
べ
た
、
万
暦
の
流
行
歌
、

打
裏
竿
と
掛
枝
児
の
二
曲
が
み
ら
れ
ぬ
こ
と
か

ら
、
成
立
の
下
限
を
、
『
野
三
編
』
よ
り
少
し
早

い
時
期
、
即
ち
万
暦
三
十
四
年
と
し
て
お
ら
れ

る
。
し
か
し
、
裳
宏
道
は
万
暦
二
十
二
年
蘇
州

の
知
事
と
な
り
、
二
年
そ
の
任
に
あ
っ
た
が
、

そ
の
当
時
す
で
に
、
董
其
昌
あ
て
の
手
紙
に
、

「
『
金
瓶
梅
』
は
ど
こ
で
得
ら
れ
た
の
で
す
か
、

枚
挙
の
『
七
発
』
よ
り
ず
っ
と
す
ば
ら
し
い
で

す
ね
。
」
と
書
い
て
い
る
の
で
あ
る
。
下
限
が
万

暦
三
十
四
年
よ
り
は
る
か
に
困
る
こ
と
は
い
う

ま
で
も
な
い
。
ち
な
み
に
、
『
金
位
梅
』
中
に
は
、

『
清
平
山
堂
話
本
』
、
『
雨
肝
臓
聖
業
』
、
『
宝
剣

記
』
、
『
詞
林
摘
鑑
』
等
、
嘉
靖
年
間
の
作
品
か

ら
の
引
用
が
多
く
み
ら
れ
、
難
癖
も
山
置
型
、

鎖
南
枝
な
ど
、
嘉
靖
初
期
の
流
行
歌
が
圧
倒
的

に
多
い
。
嘉
靖
の
時
代
を
反
映
し
て
い
る
こ
と

は
疑
い
の
な
い
事
実
と
思
わ
れ
る
。

　
　
三
、
聖
画
、
皇
荘
、
信
木
、
そ
の
他

　
　
　
㈲
太
監
に
つ
い
て

　
『
金
器
梅
』
第
三
十
一
回
に
次
の
よ
う
な
話



が
み
ら
れ
る
。
西
門
慶
が
宴
を
開
く
時
に
二
言

の
宙
官
が
や
っ
て
く
る
。
周
守
備
は
席
を
辞
退

す
る
二
人
に
、

　
“
お
二
人
の
太
監
さ
ま
（
宙
官
の
こ
と
）
は
、

　
お
年
も
ご
人
徳
も
尊
い
お
方
。
こ
と
わ
ざ
に

　
も
、
三
年
宙
官
を
す
れ
ば
、
位
は
王
公
の
上

　
に
居
る
。
と
申
す
で
は
あ
り
ま
せ
ん
か
。
上

　
座
に
お
着
き
に
な
る
べ
き
で
す
。
と
や
か
く

　
申
す
こ
と
で
は
ご
ざ
い
ま
せ
ん
。
”

　
と
い
う
。
呉
晧
氏
は
、
こ
れ
を
解
官
が
勢
力

を
得
て
い
た
万
暦
時
代
の
情
景
で
あ
り
、
右
回

の
勢
い
が
弱
め
ら
れ
て
い
た
嘉
靖
で
は
な
い
証

拠
と
し
て
お
ら
れ
る
。
し
か
し
、
そ
の
続
き
を

み
る
と
、
詞
曲
を
注
文
し
て
唱
わ
せ
る
場
面
で
、

二
人
の
無
知
ぶ
り
が
嘲
笑
を
さ
そ
う
。
そ
し
て

宙
官
の
一
人
は
、

　
“
私
ど
も
内
官
の
く
ら
し
は
、
天
子
様
の
ご
用

　
を
承
る
だ
け
で
、
詞
曲
の
あ
じ
わ
い
な
ど
わ

　
か
り
は
し
ま
せ
ん
。
あ
の
去
た
ち
の
唱
う
に

　
ま
か
せ
ま
し
ょ
う
。
”

　
と
、
正
直
に
、
自
分
た
ち
は
天
子
の
世
話
を

す
る
だ
け
の
無
知
で
無
学
な
存
在
で
あ
る
こ
と

を
認
め
る
。
む
し
ろ
こ
れ
は
富
者
の
勢
力
が
お

さ
え
ら
れ
て
い
た
嘉
靖
の
時
代
の
反
映
と
み
る

こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

　
　
　
㈲
皇
荘
に
つ
い
て

　
さ
ら
に
、
”
地
墨
を
管
理
し
て
い
る
“
（
第
三
十

一
回
）
と
あ
る
く
だ
り
を
と
り
あ
げ
、
嘉
靖
の

途
中
で
、
皇
荘
は
官
地
と
改
称
さ
れ
た
こ
と
か

ら
、
嘉
靖
の
作
品
な
ら
皇
荘
の
名
称
は
な
い
は

ず
と
し
て
お
ら
れ
る
。
皇
荘
は
、
あ
と
一
箇
所
、

第
七
十
八
回
に
も
出
て
く
る
が
、
急
に
官
地
と

改
ま
っ
た
最
新
の
名
称
を
直
ち
に
小
説
に
使
う

と
は
考
え
ら
れ
な
い
。
あ
く
ま
で
も
こ
れ
は
、

宮
代
の
こ
と
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
か
ら
で
あ

る
。　

　
　
ω
皇
木
に
つ
い
て

　
第
三
十
四
回
に
、
劉
百
戸
が
垂
木
を
流
用
し

て
自
宅
を
建
て
、
罪
に
と
わ
れ
る
話
が
出
て
く

る
。
呉
晧
氏
は
万
暦
十
一
年
唱
首
官
が
、
二
十

四
年
に
乾
清
、
坤
寧
の
二
宮
が
火
災
に
あ
っ
た

こ
と
を
あ
げ
、
皇
木
云
々
は
、
こ
の
時
の
こ
と

を
指
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
と
い
っ
て
お
ら
れ

る
。
し
か
し
、
嘉
靖
二
十
年
、
廟
の
火
災
が
お

こ
り
、
工
部
侍
郎
の
播
鑑
、
副
都
御
史
の
戴
金

北
京
図
書
館
編

解
説
鯨
聯
獣
款
鍋
蝉
冊
耽
灘
属
勝
村
哲
也

B
5
判
・
上
製
箱
入
・
八
五
〇
頁
・

定
価
二
五
、
○
○
○
円

限
定
二
〇
〇
部
　
残
部
僅
少

中
国
版
刻
図
録
（
影
印
）

※
歴
代
の
瓦
版
の
書
籍
、
活
字
版
の
書
籍
、
並
び
に

購
灘
貌
編
鐘
饗
蛇
馨
徽
騰
ポ

す
初
め
て
の
仕
事
で
あ
り
、
中
国
図
書
館
界
の
総
力

を
挙
げ
て
な
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

蕪
鵠
雑
六
解
｛
藷
嚢
．
簑
楯
撚

咳
今
次
影
印
し
た
底
本
僕
そ
の
再
版
本
で
あ
免
店
響

講
脚
舗
灘
撫
灘
鱗
娼
禦

印
の
意
味
を
雇
明
ら
か
に
し
た
。
　
　
朋
翻

顯
報
寵
臣
難
読
羅
本
謙

9



を
遣
わ
し
、
一
一
四
川
に
大
木
を
一
一
さ
せ
た
、

と
の
事
が
、
『
明
史
』
巻
八
二
食
貨
志
六
に
あ
る

こ
と
は
、
呉
喀
氏
も
あ
げ
て
お
ら
れ
る
。
さ
ら

に
、
戴
不
凡
氏
は
、
「
『
金
瓶
梅
』
零
札
六
題
」

（『

ｬ
説
見
聞
録
』
所
収
、
一
九
八
○
年
）
に
於

い
て
、
『
金
瓶
梅
』
に
、

　
”
皇
木
の
運
搬
を
監
督
し
て
、
荊
州
へ
ゆ
く

　
の
で
す
が
、
途
中
こ
こ
を
通
り
ま
す
の
で
、

　
お
目
に
か
か
り
に
ま
い
り
ま
し
た
。
”
（
第
五

　
十
一
回
）

　
と
あ
る
の
を
と
り
あ
げ
、
こ
れ
は
武
宗
の
あ

と
を
つ
い
だ
丁
銀
帝
が
、
実
の
父
で
あ
る
興
献

王
の
墳
墓
（
顕
陵
）
を
北
京
へ
移
す
工
事
を
敢

行
し
た
時
の
こ
と
を
反
映
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
、

と
し
て
お
ら
れ
る
。
こ
れ
で
み
て
も
、
皇
木
を

採
し
た
の
を
万
暦
と
限
る
こ
と
は
不
可
能
な
の

で
あ
る
。

　
　
　
⑥
女
難
子
に
つ
い
て

　
第
二
十
八
回
、
陳
経
済
は
金
蓮
に
こ
う
い
う
。

　
“
あ
な
た
は
女
の
番
子
（
盗
賊
等
を
捕
え
る
役

　
人
、
と
り
て
）
の
よ
う
で
す
ね
。
お
手
や
わ

　
ら
か
に
お
ね
が
い
し
ま
す
。
”

　
呉
槍
氏
は
、
管
理
の
徹
底
し
て
い
た
嘉
靖
時

　
　
　
　
と
り
　
て

代
に
は
、
番
子
は
放
論
に
で
き
な
か
っ
た
は
ず

で
あ
り
、
万
暦
以
前
で
は
あ
り
え
な
い
、
と
い

っ
て
お
ら
れ
る
が
、
こ
と
ば
の
概
念
は
一
朝
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
と
り
　
て

夕
に
で
き
る
も
の
で
は
な
く
、
又
番
子
が
優
し

か
っ
た
た
め
し
は
な
い
。
番
子
は
第
九
十
五
回

に
、
平
安
が
髪
飾
り
を
盗
み
出
し
、
つ
か
ま
る
く

だ
り
に
も
出
て
く
る
が
、
罪
人
を
捕
え
る
彼
ら

が
、
い
つ
の
時
代
で
あ
ろ
う
と
、
恐
れ
ら
れ
な

か
っ
た
は
ず
は
な
い
の
で
あ
る
。

　
要
す
る
に
、
増
給
氏
の
説
は
ど
れ
一
つ
と
し

て
、
確
実
な
論
拠
と
な
る
も
の
は
な
い
。
少
く

と
も
呉
喀
氏
の
こ
の
論
文
を
も
っ
て
し
て
、
『
金

位
梅
』
万
暦
成
立
説
の
根
拠
と
す
る
こ
と
は
不

可
能
で
あ
り
、
逆
に
検
討
を
加
え
る
ご
と
に
、

嘉
靖
時
代
を
反
映
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
の

で
あ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
関
西
大
学
）

轟

1926

1949恩来選集周

周恩来の革命の歩み一中国を知る

中華人民共和国成立以前の重要著作および

発言60篇（うち40篇は未発表）を収録。

巻末に、関係人物、事件などについて523

項目におよぶ詳細な原注・訳注を付す。
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